
∞∞ 宝塚市病院事業運営審議会委員の募集について ∞∞ 

 

  宝塚市立病院では宝塚市病院事業運営審議会の委員を以下の要領で公募します。 
 

◎募集人数 ３名 

◎応募資格 次の条件を全て満たす方 

①１８歳以上の方 

②市内に住所を有し１年以上を経過している方 

③本市の市議会議員及び附属機関等の委員並びに職員でない方 

◎必要書類 １ 申込書（所定様式） 
２ 小論文（「私が考える良い病院とは」をテーマに、市販の原稿用紙に８００字

以内で書いたもの） 

◎応募期間 令和２年６月１日（月）～令和２年６月１５日（月） 

◎応募方法 上記必要書類１～２全てを揃えて、締切日までに郵送（必着）または市立病院経営

統括部（管理棟３階）へ直接ご持参ください。 

◎選考方法 申込書及び小論文による総合評価 
選考結果については、合否に関わらず通知します。 

◎任期 令和２年６月中に選任し、委嘱の日から２年間 

◎報酬 １回当たり８，６００円（令和元年１２月１日現在） 

◎開催予定 年２～６回程度 

 （連絡先） 

〒６６５－０８２７ 

宝塚市小浜４丁目５－１ 

宝塚市立病院  経営統括部    担当者  藤本・大久保 

ＴＥＬ  ０７９７－８７－１１６１（内線３３５７） 

ＦＡＸ  ０７９７－８７－５６２４ 

Ｅ－ｍａｉｌ  m-takarazuka0200@city.takarazuka.lg.jp 
内容の変更があればホームページで随時更新します。    

参考情報 宝塚市病院事業運営審議会の設置目的 
 
審議会は、市長の諮問に応じて、宝塚市病院事業についての重要な事項を調査、

審議し、答申するものとする。 

 


